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業務委託仕様書 

 

１ 業務名 

  徳島県「こどもの居場所」づくり支援事業（「こどもの居場所」多様化推進事業）

「こどもの居場所」情報発信業務 

 

２ 事業の目的 

徳島県「子どもの居場所」づくり推進ガイドラインに基づき、地域のこどもと家庭を支

える「見守り支援」および「安全・安心な交流・体験」の場として、「こどもの居場所」

の質・量両面での充実を図り、あわせて、持続可能な運営を支援する体制を整備すること

で、地域におけるこどもと家庭への見守り体制を強化する。 

 

３ 実施期間                

    契約締結の日から令和９年３月３１日（水）までとする。 

 

４ 業務の内容 

（１） 「こどもの居場所」にアクセスしやすい情報インフラを整備するため、県内で 

設置・運営されている「こどもの居場所」の開催情報等を収集し、運営者の同意 

を得た情報についてはオープンデータとして整備する。 

（２）収集する情報については、別添項目を基に協議の上決定すること。また、実態 

調査にあたっては、県及び関係団体等が把握する情報を活用する等、十分連携を 

行うこと。なお、実績報告として提出されたオープンデータは、県ホームページ上 

で公開予定とする。 

（３）収集した開催情報を基にホームページ記事を制作するとともに、カレンダー機

能や各種ＳＮＳの活用を通じて効果的な情報発信を行うこと。 

 

５ 実績報告等 

  委託業務完了時には次の書類を県に提出すること。 

（１） 事業実施報告書 

開催情報収集結果及びオープンデータは電子媒体（エクセル）で提出すること。 

（２）収支決算書 

（３）その他必要と認められるもの 

 

６ 経費等について 

（１） 経費の内容 

県は委託料以外の費用を負担しない。また、受託者は、本事業に要する費用負担

を第三者に求めてはならない。 

（２）対象となる経費 

対象となる経費は、業務実施のために直接必要な経費に限る。また、受託者の運

営上必要とされる恒常的な経費は、本業務の経費の対象としない。 
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７ その他留意事項 

（１）著作権等 

この業務の過程で生じた全ての著作権（著作権法第１７条第１項に規定する著

作権をいい、同法第２７条及び第２８条に規定する権利を含む。）は、県に帰属

し、受託者は、県に対し、この業務の過程で生じた成果物に関する全ての著作者人

格権（著作権法第１７条第１項に規定する著作者人格権をいう。）を行使しないも

のとする。ただし、成果物の性質上、受託者が承諾できない場合は、該当項目及び

理由を示し、別途協議する。 

なお、この業務に含まれる第三者の著作権その他全ての権利についての交渉、

処理は受託者が行うこととし、その経費は委託料に含むものとする。 

（２）再委託の制限 

受託者が本業務の一部を第三者に委託する場合には、あらかじめ県に対して業

務委託契約書において定める方法により、再委託する業務の内容、再委託先、再委

託先に対する管理方法等の事項を報告し、承認を得なければならない。 

（３）備品等の取扱い 

 この業務実施に必要となるパソコン・タブレット等については、リース又はレ

ンタルで対応するものとすること。受託者は、リース又はレンタルにかかる費用

が購入する場合をはるかに上回る場合など合理的でないと判断される時は、事前

に委託者と協議を行うこと。 

（４）県への報告等 

受託者は、業務の実施状況や進捗状況等を県の求めに応じて報告し、必要があ

れば書類を提出しなければならない。 

県は、受託者による業務の実施が当該事業の目的に反すると認められるときは、

必要な是正措置を講ずるよう求める。 

（５）その他 

   本仕様書に定めのない事項及び業務実施中に生じた疑義については、県と受託

者双方による協議の上、決定する。 
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別添項目 
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